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今野歯科医院　副院長　今野　賢克
オーラルフレイルとは！？

こくほ随想
日本年金機構副理事長
(前厚生労働事務次官 )　樽見　英樹
 小集団主義の今日的意味　

運動習慣でフレイル予防！
一般社団法人宮城県理学療法士会
社会医療法人将道会総合南東北病院　
理学療法士　阿部　功 第 3 回　ウオーキングでフレイル予防体操

国保連 report
 ・令和４年度国保•後期高齢者ヘルスサポート事業
 ・令和４年度高齢者の保健事業セミナーを開催
 ・令和４年度第１回通常総会開催

各種イベントのご案内
国保連日誌
旬のたより ＜栗原市＞　
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美
里
町
の
特
定
健
康
診
査
の
受
診
率
は
４０
％
台
で
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
よ
る
受
診
控

え
も
あ
り
、
横
ば
い
の
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
本
町
で
は
、
第
２
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
に
お
い

て
、
特
定
健
康
診
査
受
診
率
60
％
を
目
標
値
と
し
て

お
り
、
受
診
率
向
上
を
目
指
し
た
事
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
特
定
健
診
受
診
率
向
上
の
取
り
組
み
の一つ
と
し

て
、
令
和
２
年
度
よ
り
A
I
分
析
に
よ
る
タ
イ
プ
別

受
診
勧
奨
通
知
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
特
定
健
康
診

査
の
問
診
項
目
の
回
答
内
容
や
、
過
去
の
健
診
等
受

診
状
況
、
レ
セ
プ
ト
の
有
無
な
ど
を
基
に
分
析
し
、

対
象
者
の
状
況
に
合
わ
せ
た
４
種
類
の
ハ
ガ
キ
を
送

付
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
健
診
実
施
回
数

や
時
期
が
変
更
に
な
る
な
ど
集
団
健
診
の
受
診

率
は
下
が
り
ま
し
た
が
、
過
去
に
健
診
受
診

履
歴
の
な
い
方
の
個
別
健
診
受
診
率
増
加
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
令
和
３
年
度
か
ら
は
、
集
団
健
診
実
施
前
、

個
別
健
診
実
施
前
、
未
検
者
健
診
実
施
前
と

３
回
通
知
を
し
て
い
ま
す
。
繰
り
返
し
の
通
知

に
よ
り
特
定
健
康
診
査
の
必
要
性
を
理
解
し
て

い
た
だ
き
、
初
め
て
の
健
診
受
診
に
つ
な
が
っ
た

ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　
特
定
健
康
診
査
未
受
診
者
の
レ
セ
プ
ト
状
況

の
分
析
か
ら
、
主
治
医
か
ら
受
診
勧
奨
を
し
て

も
ら
う
こ
と
も
受
診
率
向
上
に
つ
な
が
る
と
考

え
、
町
立
南
郷
病
院
と
の
協
力
体
制
の
構
築
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
に
も
、
人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
の
助
成

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
令
和
４
年
度
か
ら
、
町

立
南
郷
病
院
で
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
美
里

町
国
保
被
保
険
者
に
対
し
、
町
の
管
理
栄
養
士

に
よ
る
特
定
保
健
指
導
を
実
施
で
き
る
体
制
を

整
備
す
る
な
ど
、
連
携
を
図
り
な
が
ら
事
業
を

展
開
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
各
種
検
診
申
込
書
送
付
の
際
に
「
み

や
ぎ
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
」
を
利
用
し
て
電
子

申
請
で
き
る
Q
R
コ
ー
ド
を
記
載
し
た
チ
ラ
シ
を

同
封
し
て
、
電
子
申
請
に
よ
る
検
診
申
込
も
可

能
に
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
に
新
た
に
策
定
し
た
、
第
３
期

美
里
町
健
康
増
進
計
画
で
は
、
基
本
目
標
の

一つ
に
、「
自
身
の
健
康
は
自
分
で
守
る
町
民
」

を
掲
げ
て
お
り
、
ま
ず
は
自
分
の
健
康
状
態
を

把
握
す
る
た
め
の
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
て

も
ら
え
る
よ
う
、
引
き
続
き
様
々
な
方
法
を
模

索
し
な
が
ら
、
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
受
診
率

向
上
の
取
り
組
み

さ
ら
な
る
取
り
組
み
と
し
て

今
後
に
向
け
て

取
り
組
み
の
成
果

わ
が
ま
ち
の

  

　取
り
組
み
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％

％

人
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町の国保の概況 ※直近２箇年のデータ（人口、被保険者数等は年度末の状況）

　
美
里
町
の
国
民
健
康
保
険
事
業
は
、

町
民
生
活
課
、
健
康
福
祉
課
、
税
務
課

の
三
課
で
連
携
し
運
営
し
て
い
ま
す
。

　
町
民
生
活
課
は
、
国
保
の
資
格
管
理

や
保
険
給
付
、
保
健
事
業
業
務
の
ほ
か
、

転
入
転
出
等
の
住
民
異
動
窓
口
、
生
活

環
境
や
消
費
生
活
相
談
、
後
期
高
齢
者

医
療
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
健
康
福
祉
課
は
、
社
会
福
祉
、
障
害

福
祉
、
各
種
健
（
検
）
診
及
び
母
子
・

成
人
の
保
健
事
業
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

長
寿
支
援
課
・
後
期
高
齢
者
医
療
係
と

連
携
し
た
「
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介

護
予
防
の
一
体
的
な
実
施
」
事
業
で
は
、

フ
レ
イ
ル
予
防
な
ど
町
民
の
健
康
寿
命
延

伸
を
図
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
税
務
課
は
、
町
税
や
国
民
健
康
保
険

税
の
賦
課
・
徴
収
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

令
和
２
年
度
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
が
経
済
的
に
甚
大
な
影
響
を

与
え
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
国
保
税
の

算
定
基
礎
の
う
ち
、
医
療
分
の
均
等
割

軽
減
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
利

用
し
た
収
納
サ
ー
ビ
ス
や
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
口
座
振
替
受
付

ｗ
ｅ
ｂ
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
お
り
、
納
付

し
や
す
い
環
境
整
備
と
収
納
率
の
向
上
を

図
っ
て
い
ま
す
。

心
豊
か
な
人
材
を
育
み
、

地
域
産
業
が
発
展
し

賑
わ
い
の
あ
る
生
き
生
き
と
し
た

暮
ら
し
の
で
き
る
町
を
目
指
し
て

　
美
里
町
は
、
奥
羽
山
系
を
源
と
す
る
鳴
瀬
川
・
江
合

川
が
町
内
を
貫
流
し
、
こ
の
水
利
に
恵
ま
れ
た
土
地
を

生
か
し
た
農
業
が
、
町
の
基
幹
産
業
と
な
っ
て
い
ま
す
。

土
地
は
平
た
ん
で
、
町
の
面
積
の
約
70
％
を
豊
か
な
水

田
や
畑
が
占
め
て
い
ま
す
。
県
北
地
方
、
大
崎
の
食
料

基
地
と
し
て
、
コ
メ
や
野
菜
は
も
ち
ろ
ん
、
県
内
生
産

量
の
３
割
を
占
め
る
小
麦
「
夏
黄
金
」
や
「
北
浦
梨
」

も
自
慢
で
す
。

美
里
町

美
里
町

　
美
里
町
国
保
の
被
保
険
者
数
は
、
近
隣

市
町
同
様
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

国
保
加
入
者
の
高
齢
化
も
進
み
、
前
期
高

齢
者
数
は
令
和
２
年
度
末
で
３
，
０
９
２
人

（
９８
人
の
増
）、
構
成
比
５５
・
１２
％
（
前
年

比
２
．
０
２
ポ
イ
ン
ト
の
増
）
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　一人
当
た
り
医
療
費
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
よ
る
受
診
控
え
も

あ
り
ま
し
た
が
、
増
加
傾
向
で
推
移
し
て

い
ま
す
。
重
症
化
予
防
や
健
康
状
態
不
明

者
等
を
増
や
さ
な
い
た
め
の
保
健
事
業
を

展
開
し
な
が
ら
、
医
療
費
適
正
化
、
国
保

税
収
納
率
向
上
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

国
保
の
状
況

国
保
の
状
況

国
保
主
管
課
の
紹
介

国
保
主
管
課
の
紹
介

国保の

どんと祭での裸参り

山神社のあじさい

美里町産小麦
「夏黄金（なつこがね）」

小牛田地域から望む江合川

町立南郷病院の管理栄養士による電話での保健指導

特定健診受診勧奨はがき（R3)
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と
介

護
予
防
の
一
体
的
な
実
施
」
事
業
で
は
、

フ
レ
イ
ル
予
防
な
ど
町
民
の
健
康
寿
命
延

伸
を
図
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
税
務
課
は
、
町
税
や
国
民
健
康
保
険

税
の
賦
課
・
徴
収
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

令
和
２
年
度
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
が
経
済
的
に
甚
大
な
影
響
を

与
え
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
国
保
税
の

算
定
基
礎
の
う
ち
、
医
療
分
の
均
等
割

軽
減
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
利

用
し
た
収
納
サ
ー
ビ
ス
や
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
口
座
振
替
受
付

ｗ
ｅ
ｂ
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
お
り
、
納
付

し
や
す
い
環
境
整
備
と
収
納
率
の
向
上
を

図
っ
て
い
ま
す
。

心
豊
か
な
人
材
を
育
み
、

地
域
産
業
が
発
展
し

賑
わ
い
の
あ
る
生
き
生
き
と
し
た

暮
ら
し
の
で
き
る
町
を
目
指
し
て

　
美
里
町
は
、
奥
羽
山
系
を
源
と
す
る
鳴
瀬
川
・
江
合

川
が
町
内
を
貫
流
し
、
こ
の
水
利
に
恵
ま
れ
た
土
地
を

生
か
し
た
農
業
が
、
町
の
基
幹
産
業
と
な
っ
て
い
ま
す
。

土
地
は
平
た
ん
で
、
町
の
面
積
の
約
70
％
を
豊
か
な
水

田
や
畑
が
占
め
て
い
ま
す
。
県
北
地
方
、
大
崎
の
食
料

基
地
と
し
て
、
コ
メ
や
野
菜
は
も
ち
ろ
ん
、
県
内
生
産

量
の
３
割
を
占
め
る
小
麦
「
夏
黄
金
」
や
「
北
浦
梨
」

も
自
慢
で
す
。

美
里
町

美
里
町

　
美
里
町
国
保
の
被
保
険
者
数
は
、
近
隣

市
町
同
様
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

国
保
加
入
者
の
高
齢
化
も
進
み
、
前
期
高

齢
者
数
は
令
和
２
年
度
末
で
３
，
０
９
２
人

（
９８
人
の
増
）、
構
成
比
５５
・
１２
％
（
前
年

比
２
．
０
２
ポ
イ
ン
ト
の
増
）
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　一人
当
た
り
医
療
費
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
よ
る
受
診
控
え
も

あ
り
ま
し
た
が
、
増
加
傾
向
で
推
移
し
て

い
ま
す
。
重
症
化
予
防
や
健
康
状
態
不
明

者
等
を
増
や
さ
な
い
た
め
の
保
健
事
業
を

展
開
し
な
が
ら
、
医
療
費
適
正
化
、
国
保

税
収
納
率
向
上
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

国
保
の
状
況

国
保
の
状
況

国
保
主
管
課
の
紹
介

国
保
主
管
課
の
紹
介

国保の

どんと祭での裸参り

山神社のあじさい

美里町産小麦
「夏黄金（なつこがね）」

小牛田地域から望む江合川

町立南郷病院の管理栄養士による電話での保健指導

特定健診受診勧奨はがき（R3)

(%)
60

45

30

15

0

47.4% 47.5% 49.6%
44.3%43.5%

平成28年 平成29年 令和元年 令和2年平成30年

特定健康診査受診率
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宮城県だより

　
7
月
号
に
お
い
て
、
保
険
者
努
力
支
援
制
度
の
都

道
府
県
分
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

今
回
は
市
町
村
分
に
つ
い
て
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
市
町
村
分
に
お
い
て
も
都
道
府
県
分
と
同
様
、
医

療
費
適
正
化
や
糖
尿
病
等
の
重
症
化
予
防
な
ど
に
関

す
る
市
町
村
の
取
組
状
況
を
国
が
評
価
し
、
そ
の
結

果
に
応
じ
て
国
が
支
援
金
を
交
付
し
ま
す
（
都
道
府

県
分
・
市
町
村
分
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
全
国
で

5
0
0
億
円
の
計
1
，
0
0
0
億
円
）。

　
令
和
4
年
度
保
険
者
努
力
支
援
制
度
の
評
価
（
令

和
3
年
度
の
取
組
等
が
評
価
対
象
）
は
、
他
の
保
険

者
に
も
「
共
通
」
の
指
標
で
あ
る
「
特
定
健
診
・
特

定
保
健
指
導
の
実
施
率
」「
糖
尿
病
等
の
重
症
化
予

防
」「
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
」
な
ど
6
つ
の
指

標
と
、国
民
健
康
保
険
「
固
有
」
の
指
標
で
あ
る
「
収

納
率
向
上
」「
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
・
一
体
的
実
施

の
実
施
状
況
」「
第
三
者
求
償
の
取
組
の
実
施
状
況
」

な
ど
6
つ
の
指
標
の
合
計
12
の
指
標
（
配
点
合
計

9
6
0
点
）
に
つ
い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
厚
生
労
働
省
が
3
月
に
公
表
し
た
令
和
4
年
度
保

険
者
努
力
支
援
制
度
（
令
和
3
年
度
の
取
組
等
が
評

価
対
象
）
の
評
価
結
果
（
速
報
値
）
に
よ
る
と
、
本

県
の
獲
得
点
は
、
市
町
村
分
で
全
国
13
位
（
前
年
度

13
位
）、
平
均
獲
得
点
数
割
合
に
つ
い
て
は
64
・

1
％
（
前
年
度
61
・
8
％
）、
市
町
村
分
の
被
保
険

者
一
人
当
た
り
の
交
付
額
は
2
，
2
4
0
円
（
前

年
度
2
，
2
6
3
円
。
23
円
の
減
少
、
前
年
度
比

99
・
0
％
。）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
前
年
度
か
ら
引
き
続
き
順
位
を
維
持
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
宮
城
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連

合
会
か
ら
適
切
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
こ
と
、
ま

た
、
市
町
村
ご
と
に
個
別
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し

て
優
良
事
例
等
の
横
展
開
を
図
っ
た
こ
と
で
、
確

実
に
得
点
を
獲
得
で
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　
評
価
指
標
及
び
配
点
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
見
直

し
が
行
わ
れ
て
お
り
、
令
和
4
年
度
保
険
者
努
力
支

援
制
度
の
評
価
指
標
に
お
い
て
は
、
生
活
習
慣
病
の

発
症
予
防
や
重
症
化
予
防
と
し
て
、
健
康
教
育
等
の

ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ
の
取
組
、
ま
た
、

個
人
へ
の
分
か
り
や
す
い
情
報
提
供
と
し
て
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
促
進
、
被
保
険
者
証
利
用

等
に
向
け
た
周
知
・
啓
発
の
取
組
が
そ
れ
ぞ
れ
新
た

に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　
令
和
3
年
度
保
険
者
努
力
支
援
制
度
か
ら
追
加
さ

れ
ま
し
た
「
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の
一

体
的
な
実
施
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
6
年
度
ま
で
に

全
て
の
市
町
村
に
お
い
て
、
一
体
的
な
実
施
の
展
開

を
目
指
す
と
さ
れ
て
お
り
、
庁
内
各
部
局
間
で
連
携

し
、
実
施
に
向
け
た
計
画
的
な
体
制
作
り
が
重
要
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　
県
と
し
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
市
町
村
の
医
療
費

適
正
化
、
予
防
・
健
康
づ
く
り
な
ど
に
向
け
た
継
続

的
な
取
組
が
必
要
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
国
の

評
価
を
参
考
に
、
県
と
市
町
村
が
一
体
と
な
っ
て
更

な
る
健
康
づ
く
り
を
推
進
し
、
評
価
向
上
を
図
っ
て

い
く
予
定
で
す
。

　
県
で
は
、
今
後
も
こ
の
紙
面
を
活
用
し
、
評
価
向

上
の
た
め
の
取
組
状
況
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
本
県
の
健
康
づ
く
り
の
推

進
と
評
価
向
上
を
実
現
す
る
た
め
、
保
険
者
と
被
保

険
者
の
皆
様
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

（
宮
城
県
国
保
医
療
課
）

令和4年度の保険者努力支援制度（取組評価分）

※厚生労働省資料から引用

※厚生労働省資料から引用

保
険
者
努
力
支
援
制
度
へ
の

　
　
　
　本
県
の
取
組
状
況
等
②﹇
市
町
村
分
﹈

令和4年度保険者努力支援制度（市町村分）都道府県別平均獲得点【960点満点】県内市町村別獲得点

市町村分 (500億円程度）

合計 960点

190点

70点

120点

60点

50点

130点

100点

30点

20点

40点

50点

100点

速報値

共通１特定健診･保健指導･メタボ（190点） 共通２がん検診･歯周疾患健診（70点） 共通３重症化予防（120点）
共通４個人インセンティブ（60点） 共通５重複服薬（50点） 共通６ジェネリック（130点）
固有１収納率（100点） 固有２データヘルス（30点） 固有３医療費通知（20点）
固有４地域包括ケア･一体的実施（40点） 固有５第三者求償（50点） 固有６適正かつ健全な取組（100点）
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東
京
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⑦
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山
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愛
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三
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滋
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京
都
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大
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兵
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43
奈
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和
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県

㉛
鳥
取
県

⑭
島
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36
岡
山
県

40
広
島
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39
山
口
県

⑮
徳
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㉙
香
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県

㉒
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34
高
知
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全
国
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(点)
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市町村
獲得点順位

R4年度 R3年度
仙 台 市
石 巻 市
塩 竈 市
気仙沼市
白 石 市
名 取 市
角 田 市
多賀城市
岩 沼 市
蔵 王 町
七ヶ宿町
大河原町
村 田 町
柴 田 町
川 崎 町
丸 森 町
亘 理 町
山 元 町
松 島 町
七ヶ浜町
利 府 町
大 和 町
大 郷 町
富 谷 市
大 衡 村
色 麻 町
涌 谷 町
女 川 町
加 美 町
栗 原 市
登 米 市
東松島市
美 里 町
南三陸町
大 崎 市

4
5
28
31
35
21
14
26
20
29
17
24
12
30
11
13
1
10
9
7
17
23
34
8
6
25
33
2
22
17
16
32
3
15
27

12
14
27
34
31
12
16
21
17
32
8
14
25
21
11
3
10
4
9
6
26
18
30
2
24
23
29
1
28
5
18
20
35
33
7

大
崎
市

南
三
陸
町

仙
台
市

石
巻
市

塩
竈
市

気
仙
沼
市

白
石
市

名
取
市

角
田
市

多
賀
城
市

岩
沼
市

蔵
王
町

七
ヶ
宿
町

大
河
原
町

村
田
町

柴
田
町

川
崎
町

丸
森
町

亘
理
町

山
元
町

松
島
町

七
ヶ
浜
町

利
府
町

大
和
町

大
郷
町

富
谷
市

大
衡
村

色
麻
町

涌
谷
町

女
川
町

加
美
町

栗
原
市

登
米
市

東
松
島
市

美
里
町

県平均
615.49点

共通１特定健診･保健指導･メタボ（190点） 共通２がん検診･歯周疾患健診（70点） 共通３重症化予防（120点）
共通４個人インセンティブ（60点） 共通５重複服薬（50点） 共通６ジェネリック（130点）
固有１収納率（100点） 固有２データヘルス（30点） 固有３医療費通知（20点）
固有４地域包括ケア･一体的実施（40点） 固有５第三者求償（50点） 固有６適正かつ健全な取組（100点）
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宮城県だより

　
7
月
号
に
お
い
て
、
保
険
者
努
力
支
援
制
度
の
都

道
府
県
分
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

今
回
は
市
町
村
分
に
つ
い
て
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
市
町
村
分
に
お
い
て
も
都
道
府
県
分
と
同
様
、
医

療
費
適
正
化
や
糖
尿
病
等
の
重
症
化
予
防
な
ど
に
関

す
る
市
町
村
の
取
組
状
況
を
国
が
評
価
し
、
そ
の
結

果
に
応
じ
て
国
が
支
援
金
を
交
付
し
ま
す
（
都
道
府

県
分
・
市
町
村
分
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
全
国
で

5
0
0
億
円
の
計
1
，
0
0
0
億
円
）。

　
令
和
4
年
度
保
険
者
努
力
支
援
制
度
の
評
価
（
令

和
3
年
度
の
取
組
等
が
評
価
対
象
）
は
、
他
の
保
険

者
に
も
「
共
通
」
の
指
標
で
あ
る
「
特
定
健
診
・
特

定
保
健
指
導
の
実
施
率
」「
糖
尿
病
等
の
重
症
化
予

防
」「
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
」
な
ど
6
つ
の
指

標
と
、国
民
健
康
保
険
「
固
有
」
の
指
標
で
あ
る
「
収

納
率
向
上
」「
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
・
一
体
的
実
施

の
実
施
状
況
」「
第
三
者
求
償
の
取
組
の
実
施
状
況
」

な
ど
6
つ
の
指
標
の
合
計
12
の
指
標
（
配
点
合
計

9
6
0
点
）
に
つ
い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
厚
生
労
働
省
が
3
月
に
公
表
し
た
令
和
4
年
度
保

険
者
努
力
支
援
制
度
（
令
和
3
年
度
の
取
組
等
が
評

価
対
象
）
の
評
価
結
果
（
速
報
値
）
に
よ
る
と
、
本

県
の
獲
得
点
は
、
市
町
村
分
で
全
国
13
位
（
前
年
度

13
位
）、
平
均
獲
得
点
数
割
合
に
つ
い
て
は
64
・

1
％
（
前
年
度
61
・
8
％
）、
市
町
村
分
の
被
保
険

者
一
人
当
た
り
の
交
付
額
は
2
，
2
4
0
円
（
前

年
度
2
，
2
6
3
円
。
23
円
の
減
少
、
前
年
度
比

99
・
0
％
。）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
前
年
度
か
ら
引
き
続
き
順
位
を
維
持
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
宮
城
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連

合
会
か
ら
適
切
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
こ
と
、
ま

た
、
市
町
村
ご
と
に
個
別
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し

て
優
良
事
例
等
の
横
展
開
を
図
っ
た
こ
と
で
、
確

実
に
得
点
を
獲
得
で
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　
評
価
指
標
及
び
配
点
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
見
直

し
が
行
わ
れ
て
お
り
、
令
和
4
年
度
保
険
者
努
力
支

援
制
度
の
評
価
指
標
に
お
い
て
は
、
生
活
習
慣
病
の

発
症
予
防
や
重
症
化
予
防
と
し
て
、
健
康
教
育
等
の

ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ
の
取
組
、
ま
た
、

個
人
へ
の
分
か
り
や
す
い
情
報
提
供
と
し
て
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
促
進
、
被
保
険
者
証
利
用

等
に
向
け
た
周
知
・
啓
発
の
取
組
が
そ
れ
ぞ
れ
新
た

に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　
令
和
3
年
度
保
険
者
努
力
支
援
制
度
か
ら
追
加
さ

れ
ま
し
た
「
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の
一

体
的
な
実
施
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
6
年
度
ま
で
に

全
て
の
市
町
村
に
お
い
て
、
一
体
的
な
実
施
の
展
開

を
目
指
す
と
さ
れ
て
お
り
、
庁
内
各
部
局
間
で
連
携

し
、
実
施
に
向
け
た
計
画
的
な
体
制
作
り
が
重
要
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　
県
と
し
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
市
町
村
の
医
療
費

適
正
化
、
予
防
・
健
康
づ
く
り
な
ど
に
向
け
た
継
続

的
な
取
組
が
必
要
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
国
の

評
価
を
参
考
に
、
県
と
市
町
村
が
一
体
と
な
っ
て
更

な
る
健
康
づ
く
り
を
推
進
し
、
評
価
向
上
を
図
っ
て

い
く
予
定
で
す
。

　
県
で
は
、
今
後
も
こ
の
紙
面
を
活
用
し
、
評
価
向

上
の
た
め
の
取
組
状
況
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
本
県
の
健
康
づ
く
り
の
推

進
と
評
価
向
上
を
実
現
す
る
た
め
、
保
険
者
と
被
保

険
者
の
皆
様
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

（
宮
城
県
国
保
医
療
課
）

令和4年度の保険者努力支援制度（取組評価分）

※厚生労働省資料から引用

※厚生労働省資料から引用

保
険
者
努
力
支
援
制
度
へ
の
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②﹇
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分
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日
本
は
超
高
齢
社
会
に
な
っ
て
か
ら
既
に

10
数
年
が
経
過
し
、
今
後
も
高
齢
者
の
割
合

が
増
加
す
る
見
込
み
で
す
。こ
れ
は
老
化
に
よ
っ

て
徐
々
に
心
身
の
機
能
低
下
が
進
行
し
て
い
る

高
齢
者
が
相
当
数
い
る
社
会
と
言
え
ま
す
。
今

後
も
人
口
増
加
が
見
込
ま
れ
る
後
期
高
齢
者

（
75
歳
以
上
）
の
多
く
の
場
合
、フ
レ
イ
ル
（
虚

弱
）
と
い
う
中
間
的
な
段
階
を
経
て
、
徐
々
に

要
介
護
状
態
に
陥
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

フ
レ
イ
ル
と
は
歳
を
重
ね
る
と
徐
々
に
体
の
力

が
弱
く
な
り
、
外
出
す
る
機
会
が
減
り
、
病
気

に
な
ら
な
い
ま
で
も
手
助
け
や
介
護
の
必
要
性

が
高
ま
る
な
ど
、
心
と
体
の
働
き
が
弱
く
な
っ

て
き
た
状
態
で
す
。
フ
レ
イ
ル
は
高
齢
者
の
生

活
の
質
を
落
と
す
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

疾
患
な
ど
の
合
併
症
も
引
き
起
こ
す
危
険
を
高

め
ま
す
が
、
早
期
に
気
付
き
対
策
を
行
え
ば
元

の
健
常
な
状
態
に
戻
る
段
階
で
あ
る
こ
と
が
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　
口
に
関
す
る
虚
弱
の
状
態
を
オ
ー
ラ
ル
フ
レ

イ
ル
と
い
い
、
口
に
関
す
る
さ
さ
い
な
衰
え
を

放
置
し
た
り
、
適
切
な
対
応
を
行
わ
な
い
ま
ま

に
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
口
の
機
能
低
下
、
食

べ
る
機
能
の
障
が
い
、
さ
ら
に
は
心
身
の
機
能

低
下
ま
で
繫
が
る
負
の
連
鎖
が
生
じ
て
し
ま
う

こ
と
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
概
念
で
す
。

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
は
進
行
度
合
い
に
よ
り
４

つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　「
第
1
レ
ベ
ル
　
口
の
健
康
リ
テ
ラ
シ
ー
の

低
下
」
は
、
生
活
範
囲
の
狭
ま
り
及
び
精
神
面

の
不
安
定
さ
か
ら
始
ま
り
、「
口
腔
機
能
管
理

に
対
す
る
自
己
関
心
度
（
口
腔
リ
テ
ラ
シ
ー
）

の
低
下
」
を
経
て
、
歯
周
病
や
残
存
歯
数
の
低

下
の
リ
ス
ク
が
高
ま
る
段
階
で
す
。
口
腔
周
囲

は
容
姿
へ
の
影
響
も
大
き
く
、
精
神
・
心
理
的

フ
レ
イ
ル
や
社
会
的
フ
レ
イ
ル
に
与
え
る
影
響

も
大
き
い
の
で
歯
科
治
療
に
よ
る
改
善
は
重
要

で
す
。

　「
第
2
レ
ベ
ル
　
口
の
さ
さ
い
な
ト
ラ
ブ
ル
」

は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
、
さ
さ
い
な
口
の
機

能
低
下
（
滑
舌
低
下
、
食
べ
こ
ぼ
し
や
わ
ず
か

の
む
せ
な
ど
）
に
伴
う
食
を
取
り
巻
く
環
境
悪

化
の
徴
候
が
現
れ
る
段
階
で
す
。「
最
近
固
い

も
の
が
食
べ
難
い
。
齢
だ
か
ら
固
い
も
の
は
避

け
柔
ら
か
い
も
の
に
し
よ
う
。
消
化
に
も
良
い

か
も
し
れ
な
い
し
」
な
ど
と
い
う
考
え
か
ら
始

ま
っ
た
食
事
選
び
が
習
慣
化
し
、
さ
ら
に
老
化

に
よ
る
機
能
低
下
も
相
ま
っ
て
口
の
機
能
低
下

が
進
み
ま
す
。

　「
第
3
レ
ベ
ル
　
口
の
機
能
低
下
」
は
、
口

腔
機
能
の
低
下
が
顕
在
化
（
咬
合
力
の
低
下
や

舌
運
動
の
低
下
）
し
、
サ
ル
コ
ぺ
ニ
ア
や
ロ
コ

モ
テ
ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
、
栄
養
障
害
へ
陥
る

段
階
、
さ
ら
に
は
口
腔
機
能
の
低
下
も
顕
在
化

す
る
段
階
で
す
。
こ
の
レ
ベ
ル
の
対
象
者
と
し

て
、
口
腔
機
能
低
下
症
の
診
断
が
つ
く
者
も
い

る
こ
と
か
ら
、
対
応
は
歯
科
診
療
所
で
行
わ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　「
第
4
レ
ベ
ル
　
食
べ
る
機
能
の
障
が
い
」は
、

摂
食
嚥
下
機
能
低
下
や
咀
嚼
機
能
不
全
か
ら
、

要
介
護
状
態
、
運
動
・
栄
養
障
害
に
至
る
段

階
で
、
摂
食
嚥
下
機
能
障
害
と
し
て
診
断
が
つ

く
段
階
で
あ
り
、
こ
の
レ
ベ
ル
へ
の
対
応
は
、

摂
食
嚥
下
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
専
門

的
な
知
識
を
有
し
た
医
師
、
歯
科
医
師
な
ど
が

対
応
し
ま
す
。

　
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
の
予
防
改
善
に
は
、
さ

さ
い
な
口
の
衰
え
を
早
期
に
発
見
し
、
適
切
に

評
価
し
て
高
齢
者
本
人
に
健
康
問
題
と
し
て
認

識
し
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
し
て
歯

周
病
や
歯
の
欠
損
な
ど
の
歯
科
的
問
題
が
あ
れ

ば
改
善
し
、
悪
化
し
習
慣
化
し
た
食
事
を
含
む

生
活
習
慣
を
見
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
口
の

衰
え
は
口
だ
け
の
問
題
で
な
く
、
全
身
の
衰
え

と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
身
体
、
精
神
・

心
理
、
社
会
と
い
っ
た
多
面
性
を
持
つ
フ
レ
イ

ル
に
対
し
て
、
口
腔
機
能
の
維
持
改
善
だ
け
で

な
く
栄
養
や
運
動
な
ど
包
括
的
な
介
入
が
重
要

で
あ
る
こ
と
を
、
本
人
、
家
族
、
医
療
従
事
者

が一体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

Health
information

ヘルスインフォメーション

オーラルフレイルとは！？

今野　賢克今野歯科医院　副院長
小
集
団
主
義
の

　
　
　
　

 

今
日
的
意
味

こ
く
ほ
随
想

こく
ほ随想

日本年金機構
副理事長
(前厚生労働事務次官)

樽見　英樹
たる　み ひで　き

　
先
日
、
私
の
勤
務
し
て
い
る
日
本
年
金

機
構
の
「
拠
点
長
会
議
」
が
あ
っ
た
。
全

国
3
1
2
か
所
の
年
金
事
務
所
と
15
か
所

の
事
務
セ
ン
タ
ー
の
長
が
一
堂
に
会
す
る

会
議
で
あ
る
。
過
去
２
年
間
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
た
め
に
行
わ
な

か
っ
た
の
で
、
久
し
ぶ
り
の
会
合
だ
。
今

年
度
の
事
業
実
施
に
つ
い
て
統
一
的
な
取

組
方
針
が
話
し
合
わ
れ
た
。
昨
年
度
の
業

績
優
秀
拠
点
長
の
表
彰
も
行
わ
れ
た
。

　
年
金
制
度
は
保
険
の
仕
組
み
で
あ
る
の

で
、
大
き
な
集
団
で
実
施
す
る
ほ
ど
安
定

す
る
と
い
う
考
え
方
の
下
、
国
が
保
険
者

と
な
っ
て
原
則
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
全

国
民
が
加
入
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
医
療
保
険
制
度
は
同
じ
保
険
で
あ

る
の
に
、
基
本
は
市
町
村
国
保
や
健
保
組

合
な
ど
の
小
集
団
主
義
で
あ
る
。
こ
の
違

い
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
デ
ジ
タ
ル
ト

ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に

な
っ
て
も
小
集
団
で
運
営
す
る
メ
リ
ッ
ト

は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
日
は
こ

の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

　
ご
く
大
ま
か
に
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み

よ
う
。
そ
も
そ
も
健
康
保
険
制
度
は
企
業

の
共
済
事
業
を
公
的
に
取
り
込
む
形
で
作

ら
れ
、
企
業
ご
と
の
健
康
保
険
組
合
が
言

わ
ば
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た

と
言
え
る
。
1
9
6
0
年
代
、
国
民
皆
保

険
実
現
の
際
に
、
国
保
の
保
険
者
は
従
来

か
ら
あ
っ
た
一
部
国
保
組
合
を
除
き
市
町

村
と
さ
れ
た
が
、
80
年
代
に
入
る
と
老
人

保
健
制
度
や
退
職
者
医
療
な
ど
の
リ
ス
ク

構
造
調
整
の
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
、
老
人

保
健
制
度
は
そ
の
の
ち
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
と
し
て
独
立
し
た
制
度
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
は
国
保
の
財
政
単
位
の
都
道
府
県

化
が
図
ら
れ
、
国
保
に
関
し
て
言
え
ば
財

政
単
位
を
大
規
模
化
し
て
財
政
を
安
定
さ

せ
る
こ
と
に
制
度
改
正
の
努
力
が
続
け
ら

れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
被
用

者
保
険
の
側
で
は
、
主
に
中
小
企
業
の
従

業
員
を
対
象
と
す
る
協
会
け
ん
ぽ
に
お
い

て
、
財
政
単
位
を
全
国
か
ら
都
道
府
県
に

分
け
て
保
険
料
率
を
設
定
す
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。

　
年
金
制
度
で
は
、
例
え
ば
老
齢
年
金
は

給
付
の
条
件
が
年
齢
で
基
本
的
に
は
全
国

民
一
律
に
決
ま
り
、
か
つ
、
現
金
給
付
で

給
付
水
準
も
全
国
同
じ
計
算
方
式
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
医
療
保
険
は
現
物
給
付
の

制
度
で
あ
り
、
地
域
ご
と
の
健
康
度
や
受

診
行
動
、
医
療
提
供
体
制
の
違
い
な
ど
に

よ
っ
て
給
付
の
発
生
頻
度
や
内
容
が
変

わ
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
全
国
一
律
の

保
険
料
で
は
不
公
平
だ
と
い
う
声
が
出
て

く
る
。
こ
れ
が
医
療
保
険
を
小
集
団
で「
や

ら
ざ
る
を
得
な
い
」
背
景
だ
。

　
し
か
し
同
時
に
、
集
団
の
健
康
度
や
受

診
行
動
に
よ
っ
て
給
付
の
発
生
頻
度
や
内

容
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、努
力
に
よ
っ

て
給
付
を
抑
制
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
集
団
間
の
競
争
が
働
け
ば
更
に

全
体
と
し
て
給
付
、
ひ
い
て
は
負
担
が
抑

制
さ
れ
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
。
こ
れ
は

小
集
団
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。「
保
険
者
機

能
の
発
揮
が
求
め
ら
れ
る
」
と
言
わ
れ
る

と
き
の
保
険
者
機
能
と
は
、
こ
う
し
た
努

力
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
医
療
保
険
に
お

け
る
小
集
団
主
義
と
い
う
の
は
主
に
医
療

保
険
制
度
が
現
物
給
付
の
仕
組
み
で
あ
る

こ
と
か
ら
来
る
も
の
で
あ
り
、
望
ま
し
い

集
団
と
は
、
保
険
と
し
て
成
り
立
ち
得
る

一
定
の
大
き
さ
を
持
つ
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
医
療
を
受
け
る
た
め
の
基
本
的
な
条

件
が
同
質
で
、
か
つ
、
健
康
度
を
高
め
る

た
め
の
努
力
が
徹
底
で
き
る
性
質
と
規
模

を
持
っ
た
集
団
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。

　
被
用
者
の
集
団
に
お
い
て
は
、近
年
「
健

康
経
営
」
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
我
が
国
の
置
か
れ
た
高
齢
化
と

人
口
減
少
と
い
う
環
境
の
中
で
、
従
業
員

の
健
康
度
を
高
め
医
療
費
負
担
を
抑
制
す

る
こ
と
が
、
経
営
者
レ
ベ
ル
の
関
心
事
と

な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
国

保
に
お
い
て
も
、
高
齢
化
と
人
口
減
少
が

進
む
中
、
地
域
の
活
力
を
維
持
し
負
担
を

最
小
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
事
情
は
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

置
か
れ
た
環
境
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
と
し

て
も
、
そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
集
団
で

ど
の
よ
う
な
努
力
を
行
う
こ
と
が
最
も
効

果
的
で
あ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
改
め

て
、
市
町
村
も
都
道
府
県
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
自
治
体
と
し
て
の
国
保
運
営
の
在
り
方

を
考
え
て
み
る
こ
と
が
有
益
で
は
な
い
か

と
思
う
。
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国
保
連
r
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t

国
保
連
r
e
p
o
r
t

運動習慣で
フレイル予防！

第3回

ウオーキングで
フレイル予防体操
ウオーキングで
フレイル予防体操

一般社団法人宮城県理学療法士会
社会医療法人将道会総合南東北病院

運動習慣でフレイル予防！では、第1回で座ってできる体操、第2回で立って行う体操をご紹介しました。今回は気
候の良い秋、ぜひ外に出てウオーキングをしてみましょう。歩くことで全身運動になる（身体的フレイル予防）だけで
なく、外に出ることで季節の移ろいを感じたり、地域の方々と交流したりすることで「心理・精神的フレイル」、「社
会的フレイル」の予防にもつながります。

阿部　功

ご自身の体調に合わせて1回１０～３０分、１日に1～２回程度歩きましょう。目標の歩数としては、健康日本
21に示されている「20～64歳：男性9,000歩、女性8,500歩、65歳以上：男性7,000歩、女性6,000歩」が
目安になります。
途中で休憩を入れても結構です。少し息が早くなる程度、人と楽に会話ができる程度、やや汗ばみ、
爽快感を味わえる程度の運動が最適です。

・痛みが出たり、痛みが増したりする時は、速やかに運動を中止してください。
・靴底のかかと部分がすり減っていたり、幅が狭く不安定だったりする靴はウオーキングには向きません。
サイズの合った歩きやすい靴で運動しましょう。注意点

理学療法士

基本編

すでにウオーキングを行っている方は、変化をつけてみましょう。例えば、通常歩行と早歩きや大股歩き
などを組み合わせ、「電柱5本分の距離を通常歩行したら、次の5本分の距離を早歩きする。」、「公園の
中で時計を見ながら、7分間通常歩行して、3分間大股で歩く。」、「ペアでしりとりをしながらウオーキン
グする」など。ルールを作ってウオーキングしてみましょう。

応用編

❶ 歩く時には、ひじを大きく振りましょう。
❷ 視線は5ｍくらい先におきましょう。
❸ 歩幅を少し広げて、少し速めに歩きます。
❹ つま先でしっかり蹴り出し、かかとの真ん中から足をつきましょう。

Point

❶

❷

❸ ❹

みやぎの国保 8
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目安になります。
途中で休憩を入れても結構です。少し息が早くなる程度、人と楽に会話ができる程度、やや汗ばみ、
爽快感を味わえる程度の運動が最適です。

・痛みが出たり、痛みが増したりする時は、速やかに運動を中止してください。
・靴底のかかと部分がすり減っていたり、幅が狭く不安定だったりする靴はウオーキングには向きません。
サイズの合った歩きやすい靴で運動しましょう。注意点

理学療法士

基本編

すでにウオーキングを行っている方は、変化をつけてみましょう。例えば、通常歩行と早歩きや大股歩き
などを組み合わせ、「電柱5本分の距離を通常歩行したら、次の5本分の距離を早歩きする。」、「公園の
中で時計を見ながら、7分間通常歩行して、3分間大股で歩く。」、「ペアでしりとりをしながらウオーキン
グする」など。ルールを作ってウオーキングしてみましょう。

応用編

❶ 歩く時には、ひじを大きく振りましょう。
❷ 視線は5ｍくらい先におきましょう。
❸ 歩幅を少し広げて、少し速めに歩きます。
❹ つま先でしっかり蹴り出し、かかとの真ん中から足をつきましょう。

Point

❶

❷

❸ ❹

　

本
会
で
は
、
去
る
8
月
25
日
に
第
1
回
、
9

月
14
日
に
第
2
回
の
保
健
事
業
支
援
・
評
価
委

員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
開
催
し
た
。

第
1
回
の
委
員
会
は
、
国
保
保
険
者
へ
の
個
別

保
健
事
業
に
対
す
る
支
援
と
宮
城
県
へ
の
支
援
、

第
2
回
の
委
員
会
は
「
高
齢
者
の
保
健
事
業
と

介
護
予
防
の
一
体
的
実
施
」
を
宮
城
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
（
以
下
「
広
域
連
合
」
と
い
う
。）

か
ら
の
委
託
を
受
け
て
行
う
構
成
市
町
村
の
個
別

保
健
事
業
の
支
援
を
行
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
関
係
か
ら

W
e
b
会
議
（
Z
o
o
m
）
を
使
っ
た
形
式
で
開

催
し
た
。

　

第
1
回
委
員
会
で
は
、
国
保
保
険
者
に
対
す

る
個
別
保
健
事
業
の
企
画
立
案
の
支
援
・
助
言
を

行
っ
た
。
支
援
希
望
の
あ
っ
た
「
特
定
保
健
指
導

実
施
率
向
上
事
業
」
3
保
険
者
、「
早
期
介
入
保

健
指
導
事
業
」
1
保
険
者
、「
受
診
勧
奨
判
定
値

を
超
え
て
い
る
者
へ
の
受
診
勧
奨
事
業
」
1
保
険

者
、「
糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
事
業
」
1
保

険
者
を
対
象
に
支
援
し
、
併
せ
て
宮
城
県
に
お
け

る
個
別
保
健
事
業
の
支
援
を
実
施
し
た
。

　

第
2
回
委
員
会
で
は
、
広
域
連
合
の
構
成
市

町
村
が
行
う
個
別
保
健
事
業
を
対
象
に
「
生
活
習

慣
病
等
重
症
化
予
防
事
業
」
6
市
町
、「
糖
尿
病

性
腎
症
重
症
化
予
防
事
業
」
4
市
町
へ
支
援
を

行
っ
た
。

　

令
和
4
年
度
に
お
け
る
委
員
会
の
運
営
方
法

は
、
昨
年
度
ま
で
行
っ
て
い
た
、
1
保
険
者
ご

と
に
事
業
説
明
し
、
支
援
い
た
だ
く
方
法
を
一
新

し
、
午
前
中
に
支
援
希
望
保
険
者
に
よ
る
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
を
実
施
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
者
で

の
困
り
ご
と
や
相
談
し
た
い
こ
と
を
保
険
者
間
で

意
見
交
換
し
、
共
通
す
る
課
題
・
質
問
を
取
り
ま

と
め
、
午
後
か
ら
の
委
員
会
に
お
い
て
先
生
に
助

言
を
い
た
だ
く
形
式
で
行
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
の
中
で
は
、
他
保
険
者
の
取
り
組
み
や
実
施
方

法
な
ど
を
聞
く
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
困
り
ご
と

が
解
決
で
き
た
り
、
新
た
な
取
り
組
み
の
ヒ
ン
ト

を
み
つ
け
た
り
と
保
険
者
間
で
解
決
で
き
る
事
例

も
現
れ
た
。
参
加
者
か
ら
は
「
他
保
険
者
の
話
を

聞
い
て
わ
だ
か
ま
り
が
解
け
た
」「
新
た
な
取
り

組
み
の
視
点
が
見
え
た
」
な
ど
の
意
見
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
解
決
で
き
な
か
っ

た
課
題
を
委
員
会
の
中
で
先
生
方
か
ら
助
言
い
た

だ
き
、
参
加
者
全
員
で
共
通
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
、
効
率
的
に
委
員
会
を
活
用
し
て
も
ら
う
こ
と

が
で
き
た
。

　
今
回
、
委
員
会
を
活
用
し
た
保
険
者
の
中
に
は
、

昨
年
度
の
委
員
会
で
他
の
保
険
者
が
実
施
し
て
い

た
事
業
を
聞
き
、
自
庁
で
の
保
健
事
業
実
施
の
必

要
性
を
感
じ
た
こ
と
か
ら
今
年
度
そ
の
事
業
に
取

り
組
む
こ
と
を
決
め
た
保
険
者
が
あ
り
、
こ
の
委

員
会
の
活
用
を
と
お
し
て
横
展
開
に
結
び
付
い
た

事
例
な
ど
も
あ
っ
た
。

　
今
年
度
の
委
員
会
の
開
催
に
至
る
ま
で
の
準
備

と
し
て
、
昨
年
度
と
同
様
の
様
式
を
使
い
保
険
者

が
行
う
個
別
保
健
事
業
の
目
的
・
目
標
や
指
標
を

記
載
し
て
も
ら
い
、
本
会
の
専
門
職
に
よ
る
事
前

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
密
に
行
っ
て
き
た
。
そ
の
後
、
何

度
も
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
重
ね
て
様
式
を
完
成
さ
せ
、

さ
ら
に
、
個
別
保
健
事
業
を
実
施
す
る
上
で
の
質

問
事
項
等
を
集
約
し
て
委
員
会
の
開
催
準
備
を
進

め
て
き
た
。
委
員
会
を
終
え
て
先
生
方
か
ら
は
、

昨
年
度
と
比
べ
て
だ
い
ぶ
効
率
化
が
図
ら
れ
た
こ

と
、
事
務
局
と
し
て
も
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
相
当
な

努
力
を
さ
れ
て
き
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、

午
前
中
に
ワ
ー
キ
ン
グ
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
保

険
者
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
お
り
、
良
い
雰
囲
気
の

中
で
支
援
を
行
え
た
こ
と
は
良
か
っ
た
と
の
御
意

見
を
い
た
だ
い
た
。
し
か
し
、
個
別
保
健
事
業
の

目
的
・
目
標
や
指
標
設
定
の
様
式
の
書
き
方
に
関

し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
理
解
不
足
な
と
こ
ろ
も
あ
る

な
ど
の
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
本
会
が
保
険
者
支
援
を
行
っ
て
い
く
上
で

の
課
題
と
し
て
捉
え
、
今
後
は
、
個
別
保
健
事
業

の
評
価
に
向
け
、
保
険
者
が
適
正
に
評
価
で
き
る

よ
う
更
な
る
支
援
の
方
法
を
考
え
て
進
め
て
い
く

こ
と
と
す
る
。

令和４年度国保 • 後期高齢者
ヘルスサポート事業

令和４年度
第１回 及び第２回保健事業支援・評価委員会を開催

みやぎの国保9



　

東
京
都
健
康
長
寿
対
策
セ
ン
タ
ー
研
究

所　

福
祉
と
生
活
ケ
ア
研
究
チ
ー
ム　

研

究
部
長　

石
崎
達
郎
先
生
を
講
師
に
迎
え
、

「
高
齢
者
の
健
康
課
題
と
服
薬
支
援
・
指
導

に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
ご
講
演
い
た
だ
い
た
。

　

健
康
の
定
義
は
W
H
O
に
定
義
さ
れ
て
お
り
、

高
齢
者
の
健
康
を
把
握
す
る
も
の
と
し
て
は
、
厚

労
省
「
国
民
生
活
基
礎
調
査
」（
2
0
1
3
年
）

で
は
、
自
覚
症
状
を
抱
え
る
65
歳
以
上
は
47
％
、

通
院
し
て
い
る
高
齢
者
は
69
％
と
、
高
齢
者
の
半

数
は
健
康
で
は
な
い
。
こ
れ
は
20
〜
30
年
変
化
し

て
い
な
い
。
1
9
8
4
年
の
W
H
O
の
提
言
で
は
、

高
齢
期
の
健
康
は
、
生
活
機
能
の
自
立
を
持
っ
て

健
康
と
す
る
。」
と
な
っ
て
お
り
、
老
年
医
学
に
携

わ
る
者
は
こ
の
「
生
活
機
能
の
自
立
」
を
目
指
し

て
支
援
等
を
行
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　
高
齢
者
医
療
に
お
け
る
治
療
の
ゴ
ー
ル
は
、「
若

い
方
と
同
じ
よ
う
に
検
査
値
を
正
常
化
さ
せ
る
の

は
難
し
い
こ
と
」「
入
院
時
に
検
査
値
が
正
常
化
し

て
も
下
肢
筋
力
が
低
下
し
て
歩
け
な
い
場
合
が
あ

る
こ
と
」
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
検
査
値
の
正
常

化
の
み
を
目
的
と
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
。
余

命
の
延
長
と
い
う
よ
り
は
生
活
機
能
の
自
立
期

間
を
ど
う
延
伸
し
て
い
く
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ

り
、
生
活
機
能
と
は
、
生
命
レ
ベ
ル
で
の
心
身
機

能
・
生
活
レ
ベ
ル
で
の
活
動
・
人
生
レ
ベ
ル
で
の
社

会
参
加
の
視
点
が
重
要
で
あ
る
。
生
活
機
能
指
標

と
し
て
は
「
日
常
生
活
動
作
（
A
D
L
）」「
手
段

的
自
立
（
I
A
D
L
）」
で
示
す
こ
と
が
で
き
、
こ

れ
が
低
下
す
る
と
要
支
援
と
な
る
。
手
段
的
自
立

（
I
A
D
L
）
と
は
、
地
域
社
会
で
の
自
立
し
た

生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
動
作
で
あ
る
。
例
え

ば
、
移
動
・
買
い
物
・
食
事
の
準
備
・
請
求
書
支
払
・

預
貯
金
管
理
・
A
T
M
の
使
用
・
携
帯
電
話
の
使

用
な
ど
で
あ
る
。
生
活
機
能
の
低
下
に
つ
い
て
は

介
護
予
防
と
フ
レ
イ
ル
予
防
が
こ
こ
数
年
注
目
さ

れ
て
お
り
、
フ
レ
イ
ル
に
関
わ
る
よ
う
に
地
域
で
も

支
援
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
レ
イ
ル
の
状
態
は
元

気
と
心
身
機
能
障
害
の
中
間
に
あ
た
り
、
程
度
に

よ
っ
て
は
悪
化
し
た
り
改
善
し
た
り
す
る
。

　

次
に
一
体
的
実
施
に
お
け
る
服
薬
支
援
等
に
つ

い
て
は
、
多
剤
投
薬
を
中
心
に
お
知
ら
せ
し
た
い
。

睡
眠
薬
に
お
け
る
調
整
も
大
き
な
問
題
で
は
あ
る

が
、
こ
れ
は
大
変
難
し
く
、
市
町
村
が
実
施
、
対

応
す
る
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
頻

回
重
複
受
診
、
重
複
多
剤
服
薬
に
つ
い
て
は
、
市

町
村
国
保
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
事
業
や
国
保一般
事
業
の

中
で
示
さ
れ
て
お
り
、
医
療
費
適
正
化
計
画
で
も

重
要
事
項
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
第
3
期
医

療
費
適
正
化
計
画
で
は
、
2
0
2
3
年
度
時
点
で

外
来
医
療
費
の
削
減
額
と
し
て
6
0
0
0
億
円
、

重
複
投
薬
と
多
剤
投
与
の
適
正
化
で
6
0
0
億

円
が
減
る
予
定
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
実
的
に
は

臨
床
現
場
で
も
減
薬
に
苦
労
し
て
い
る
状
況
で
あ

る
。
例
え
ば
10
種
類
処
方
さ
れ
て
い
る
中
で
、
全

国
保
連
r
e
p
o
r
t

国
保
連
r
e
p
o
r
t

令和４年度

高齢者の保健事業セミナーを開催

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、6月15日・16日の 2日間に参加者を分散し、Web
会議（Zoom）を使った形式で、宮城県の後援を受け、県内 33保険者 149名と東北厚生局・宮城県
からも出席いただき、宮城県後期高齢者医療広域連合とともに開催した。
　初日、広域連合熊谷事務局長、2日目、国保連合会増子常務理事が開会の挨拶に立ち、国の目標と
して全市町村が令和 6年度までに事業を実施するに当たり、「本セミナーで高齢者の特性を活かした保
健事業を実施するうえで知識を習得し、各市町村の実情に応じた事業を展開してほしい。令和 4年度に
おいては県内 15市町で既に事業が展開されており、令和 4年度は新たに数市町加わる。一体的実施が、
ますます取り組まれることを期待する。」と述べた。
　続いて、広域連合から高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の進捗状況の報告があり、令和 6
年度の全市町村の実施に向け取り組んで行くことなどについて報告された。

講
　
演
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国
保
連
r
e
p
o
r
t

国
保
連
r
e
p
o
r
t

　

午
後
か
ら
は
、
大
崎
市
の一体
的
実
施
事
業
に
お
け

る
服
薬
管
理
事
業
に
つ
い
て
、
大
崎
市
民
生
部
健

康
推
進
課
技
術
主
幹
の
伊
藤
氏
か
ら
事
業
開
始
ま

で
の
経
緯
と
課
題
、
そ
の
後
の
薬
剤
師
と
連
携
し

て
行
っ
た
事
業
の
報
告
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
後
、

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
と
し
て
、
自
市
町
村
内
で
「
高

齢
者
の
健
康
課
題
を
関
係
者
で
共
有
し
、
一
体
的

事
業
で
目
指
す
も
の
を
見
つ
け
よ
う
！
」
を
テ
ー
マ

と
し
て
、
服
薬
に
関
す
る
話
し
合
い
を
実
施
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、
概
数
把
握
で
10
剤
以
上
の
薬

を
処
方
さ
れ
て
い
る
対
象
者
が
1
0
0
人
以
上
い

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
医
療
費
で
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が

あ
り
、
歯
科
受
診
が
低
い
印
象
が
あ
る
。
コ
ロ
ナ

禍
で
薬
の
み
処
方
さ
れ
て
お
り
、
持
病
の
状
況
が

悪
く
な
っ
て
い
る
の
に
そ
の
ま
ま
の
方
が
い
た
。「
地

域
的
に
医
師
が
少
な
く
、
薬
の
み
の
処
方
だ
け
で

終
わ
る
場
合
が
多
い
。」
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ

て
お
り
、
専
門
職
か
ら
の
視
点
と
事
務
職
か
ら
の

視
点
で
感
じ
た
こ
と
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
出

し
合
い
、
話
し
合
い
を
行
っ
て
い
た
だ
い
た
。
そ

の
上
で
医
師
と
の
連
携
と
事
業
の
理
解
を
求
め
る

こ
と
が
難
し
い
と
感
じ
て
い
る
。
医
療
連
携
で
は

K
D
B
で
医
療
費
を
分
析
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ

る
が
、
ア
プ
ロ
ー
チ
先
が
必
ず
市
内
で
は
な
い
な

ど
の
課
題
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

石
崎
先
生
か
ら
の
助
言
と
し
て
「
医
療
費
を
分

析
し
て
い
く
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
は

あ
る
が
、
医
療
提
供
状
況
や
介
護
保
険
施
設
が
ど

の
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
る
か
が
関
わ
っ
て
い
る
の

で
、
突
き
詰
め
て
い
く
と
課
題
が
保
健
か
ら
遠
い

と
こ
ろ
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
医
療
が
ど
の
よ

う
に
提
供
さ
れ
て
い
て
、
医
療
費
が
ど
う
使
わ
れ

て
い
る
か
は
、
事
務
方
に
説
明
す
る
際
に
は
避
け

て
通
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
提
供
体
制
等

も
把
握
し
な
が
ら
専
門
職
の
視
点
か
ら
説
明
で
き

る
と
よ
い
。
ま
た
、
個
別
支
援
で
は
、
薬
・
口
腔
・

低
栄
養
な
ど
問
題
は
相
互
に
関
係
し
て
い
る
の
で
、

市
町
村
で
取
り
組
み
や
す
い
保
健
事
業
を一つ
決
め

て
進
め
て
い
か
れ
る
と
良
い
。
そ
の
際
は
医
療
専

門
職
が
必
要
に
な
る
の
で
医
療
専
門
職
が
い
る
か

否
か
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
例

え
ば
、
栄
養
指
導
で
あ
れ
ば
管
理
栄
養
士
が
足
り

て
い
る
の
か
、
栄
養
学
的
視
点
は
大
変
重
要
で
あ

る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
人
的
資
源
が
揃
っ
て
い
る
か
、

実
現
可
能
な
と
こ
ろ
を
探
し
て
実
施
し
て
い
っ
て
ほ

し
い
。」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
、「
お
お
む
ね
満
足
」
と
の
声
が

多
く
あ
っ
た
傍
ら
、「
毎
年
担
当
者
の
交
代
や
事
業

実
施
に
余
裕
が
な
い
中
で
、
国
保
連
や
広
域
連
合

の
意
図
・
導
き
方
を
強
く
出
し
て
も
ら
う
と
取
り

組
み
や
す
く
な
る
。」「
随
時
研
修
等
で
K
D
B
操

作
や
ツ
ー
ル
活
用
の
情
報
が
更
新
さ
れ
て
い
る
の

で
、
集
約
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
よ
い
。」
な

ど
の
要
望
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
今
後
、
検

討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

て
必
要
な
も
の
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
薬
の
数
が

多
い
か
ら
と
言
っ
て
単
純
に
減
ら
す
こ
と
は
で
き
な

い
状
況
が
あ
る
。
ま
た
、
厚
労
省
の
削
減
予
定
額

は
保
健
事
業
そ
の
も
の
の
実
施
費
用
が
考
慮
さ
れ

て
お
ら
ず
、
こ
の
事
業
は
レ
セ
プ
ト
確
認
が
あ
る

の
で
K
D
B
帳
票
だ
け
で
は
無
理
で
、
委
託
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
費
用
対
効
果
に
は
疑
問

が
残
る
。
医
療
費
適
正
化
の
分
析
で
多
剤
投
与
等

の
分
析
は
す
で
に
さ
れ
て
お
り
、
該
当
す
る
の
は

国
保
加
入
者
（
65
歳
以
上
）
の
5
％
未
満
で
あ
り
、

対
象
者
と
し
て
は
そ
う
多
く
は
な
い
。
頻
回
受
診

で
は
後
期
高
齢
者
や
医
療
扶
助
と
比
較
し
て
国
保

で
見
る
と
そ
う
多
く
な
い
現
状
で
あ
る
。

　

北
海
道
の
75
歳
以
上
の
外
来
処
方
剤
の
分
布
を

み
る
と
平
均
7
種
類
く
ら
い
で
あ
り
、
5
～
6

種
類
以
上
の
薬
を
処
方
さ
れ
た
方
は
、
そ
の
後
、

有
害
事
象
が
発
生
し
や
す
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
考
え
を
地
域
活
動
で
考
え
る
と
5
種
類
以
上

は
約
半
数
と
な
る
。
こ
う
い
っ
た
分
布
を
み
る
と

対
象
者
を
ど
こ
に
絞
ろ
う
か
と
い
っ
た
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
服
薬
支
援
・
指
導
に
関
す
る
事
業
の

ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
事
業
目
的
と
し
て
「
残

薬
を
減
ら
す
」
と
「
薬
物
有
害
事
業
の
予
防
」
が

あ
る
が
、
薬
物
有
害
事
象
に
つ
い
て
は
大
変
難
し

い
内
容
で
あ
る
の
で
、
残
薬
を
減
ら
す
こ
と
が
医

療
費
削
減
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
う
。
抽
出
基

準
で
は
K
D
B
か
ら
対
象
者
抽
出
ツ
ー
ル
が
出
て

い
る
の
で
、
そ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
。
支
援
の
実

施
内
容
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
の
薬
物
療
法
の
困

り
ご
と
を
情
報
収
集
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
、
処

方
薬
全
体
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ

を
見
て
い
く
こ
と
で
困
り
ご
と
を
整
理
し
て
い
く
視

点
が
重
要
で
あ
る
。
優
先
す
べ
き
対
象
者
は
「
処

方
薬
剤
の
多
い
者
」「
複
数
の
医
療
機
関
を
受
診
し

て
い
る
者
」
で
あ
り
、
波
及
効
果
と
し
て
ほ
か
の

ハ
イ
リ
ス
ク
者
の
把
握
が
で
き
れ
ば
、
地
域
包
括

へ
の
接
続
が
可
能
に
な
っ
て
い
く
。
高
齢
者
の
保
健

事
業
の
服
薬
支
援
・
指
導
に
は
、
ぜ
ひ
事
前
に
地

域
の
医
師
会
等
に
相
談
を
し
て
ほ
し
い
。
こ
れ
は

医
療
関
係
団
体
と
連
携
し
な
い
と
高
齢
者
の
保
健

事
業
は
で
き
な
い
の
で
、
是
非
そ
こ
は
意
識
し
て
、

実
施
す
る
前
に
考
え
て
欲
し
い
。

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

Zoomで講演を行う石崎先生

みやぎの国保11
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通常総会開催
令和４年度

書面表決第１回

令
和
3
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
3
号
）

令
和
3
年
度
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
（
業
務
勘
定
）

歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
4
号
）

令
和
3
年
度
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
（
業
務
勘
定
）

歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
2
号
）

令
和
3
年
度
障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等
特
別
会
計

（
業
務
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
3
号
）

令
和
3
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計

（
業
務
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
2
号
）

令
和
3
年
度
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
等
事
業
特

別
会
計
（
業
務
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
2
号
）

令
和
3
年
度
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
（
診
療
報
酬
支

払
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
2
号
）

令
和
4
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
1
号
）

令
和
４
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
２
号
）

令
和
４
年
度
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
（
業
務
勘
定
）

歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
）

国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
の
次
期
更
改
等
に
係
る
国
庫
補
助
獲
得

の
た
め
の
要
請
活
動
に
つ
い
て

　
本
会
は
、
会
員
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携
に
努
め
な
が
ら
、

医
療
・
介
護
・
福
祉
制
度
等
に
お
け
る
審
査
支
払
業
務
を
は

じ
め
、
保
険
者
事
務
共
同
処
理
事
業
、
保
健
事
業
推
進
の
た

め
の
デ
ー
タ
活
用
支
援
な
ど
の
各
種
業
務
に
取
り
組
ん
だ
。

　
ま
ず
、
保
険
者
に
対
す
る
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
目

的
に
、
計
画
期
間
を
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
６
年
度
ま
で
と

し
た
「
第
２
期
中
期
経
営
計
画
」
は
、
定
期
的
な
事
業
進
捗

状
況
の
確
認
等
に
よ
り
、
令
和
３
年
度
に
実
施
す
べ
き
事
業

は
、
概
ね
予
定
ど
お
り
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
ま
た
、
全
世
代
型
社
会
保
障
制
度
及
び
行
政
の
デ
ジ
タ
ル

化
等
に
よ
り
、
本
会
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
化
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
審
査
支
払
業
務
改
革
に
つ
い
て
適
切
に
取

り
組
む
と
と
も
に
、「
国
保
審
査
業
務
充
実
・
高
度
化
基
本
計

画
」
に
基
づ
く
、
審
査
基
準
の
統
一
及
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
ル
ー
ル
の
共
通
設
定
等
に
よ
り
、
医
療
の
適
正
化

に
努
め
た
。

　
令
和
３
年
度
は
、
前
年
度
に
引
き
続
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
事
業
計
画
で
企
画
し
た

会
議
等
の
一
部
を
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
が
、

感
染
拡
大
防
止
対
策
を
第
一
に
据
え
、
可
能
な
限
り
Ｗ
ｅ
ｂ

会
議
で
開
催
す
る
な
ど
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
保
険
者
等

の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
努
め
た
。

　
令
和
３
年
４
月
か
ら
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
に
伴
う
緊
急
対
策
事
業
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
係
る
一
部
請
求
支
払
業
務
を
宮
城
県
か

ら
受
託
し
て
お
り
、
市
町
村
事
務
の
負
担
軽
減
の
一
助
を

担
っ
た
。

報
告
第
２
号

報
告
第
３
号

報
告
第
４
号

報
告
第
５
号

報
告
第
６
号

報
告
第
７
号

報
告
第
８
号

報
告
第
９
号

報
告
第
10
号

報
告
第
11
号

報
告
第
12
号

役
員
の
就
任
に
つ
い
て

専
決
処
分
報
告
（
報
告
第
２
号
〜
第
11
号
）

報
告
第
１
号

１
　
一
般
会
計

２
　
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計

　
　（
業
務
勘
定
）

令
和
３
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て

令
和
３
年
度
各
種
会
計
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て

議
案
第
１
号

議
案
第
２
号

財
産
の
処
分
に
つ
い
て

令
和
４
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
３
号
）

令
和
４
年
度
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
（
業
務
勘
定
）

歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
２
号
）

令
和
４
年
度
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
（
業
務
勘

定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
） 

令
和
４
年
度
障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等
特
別
会
計

（
業
務
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
） 

令
和
４
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計

（
業
務
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
） 

令
和
４
年
度
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
等
事
業
特
別

会
計
（
業
務
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
） 

令
和
４
年
度
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
（
診
療
報
酬
支

払
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
）

 

令
和
４
年
度
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
（
公
費
負
担
医

療
費
支
払
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
） 

議
案
第
３
号

議
案
第
４
号

議
案
第
５
号

議
案
第
６
号

議
案
第
７
号

議
案
第
８
号

議
案
第
９
号

議
案
第
10
号

議
案
第
11
号

令
和
４
年
度
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
（
介
護
給

付
費
等
支
払
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
） 

債
務
負
担
行
為
の
設
定

　
　（
診
療
報
酬
支
払
勘
定
）

　
　（
公
費
負
担
医
療
費
支
払
勘
定
）

　
　（
出
産
育
児
一
時
金
等
に
関
す
る
支
払
勘
定
）

　
　（
抗
体
検
査
等
費
用
に
関
す
る
支
払
勘
定
）

３
　
職
員
退
職
手
当
特
別
会
計

４
　
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計

　
　（
業
務
勘
定
）

　
　（
介
護
給
付
費
等
支
払
勘
定
）

　
　（
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
報
酬
等
支
払
勘
定
）

５
　
障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等
特
別
会
計

　
　（
業
務
勘
定
）

　
　（
障
害
介
護
給
付
費
支
払
勘
定
）

　
　（
障
害
児
給
付
費
支
払
勘
定
）

６
　
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計

　
　（
業
務
勘
定
）

　
　（
後
期
高
齢
者
医
療
診
療
報
酬
支
払
勘
定
）

　
　（
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
診
療
報
酬
支
払
勘
定
）

７
　
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
等
事
業
特
別
会
計

　
　（
業
務
勘
定
）

　
　（
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
等
費
用
支
払
勘
定
）

８
　
財
産
目
録

９
　
監
査
報
告

〈〈 

基
本
方
針 

〉〉

国
保
制
度
の
安
定
化
に
向
け
た
取
組
の
推
進

医
療
費
適
正
化
対
策
の
強
化

保
険
者
事
務
共
同
処
理
事
業
の
充
実
及
び
国
保
総
合

シ
ス
テ
ム
の
管
理
・
運
用

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
開
始
に
伴
う
業
務
対
応

保
健
事
業
支
援
の
推
進

介
護
保
険
関
係
業
務
の
推
進

障
害
者
総
合
支
援
等
関
係
業
務
の
推
進

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
諸
対
応

12345678 〈〈 

重
点
項
目 

〉〉

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日
開
催
の
通
常
総
会
に
お
い
て

議
決
さ
れ
た
左
記
事
項
に
つ
い
て
公
告
す
る
。

　公
告
第
一
号

　　
・
令
和
三
年
度
各
種
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算

　
・
令
和
四
年
度
各
種
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算

　公
告
第
二
号
　

　　
・
令
和
三
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て

　公
告
第
三
号

　　
・
令
和
三
年
度
各
種
会
計
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て

　
・
財
産
目
録

　
・
財
産
の
処
分

　公
告
第
四
号

　　
・
債
務
負
担
行
為
の
設
定
に
つ
い
て

令
和
四
年
八
月
十
九
日
　
　
　
　

宮
城
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

理  

事  

長
　  

熊
　
谷
　
盛
　
廣

公
　
告

議
案
第
12
号

議
案
第
13
号

　
本
会
の
事
業
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
保
険
者
等
か
ら
の
負

担
金
及
び
各
種
手
数
料
を
財
源
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
常

に
コ
ス
ト
意
識
を
持
ち
、
事
務
費
の
削
減
や
事
業
の
効
率
化

を
図
り
、
適
正
な
手
数
料
・
負
担
金
の
設
定
、
積
立
金
の
活

用
な
ど
財
政
運
営
に
努
め
た
。
な
お
、
令
和
３
年
３
月
に
公

表
さ
れ
た
「
審
査
支
払
機
能
に
関
す
る
改
革
工
程
表
」
の
実

現
の
た
め
に
は
、
令
和
６
年
度
の
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
更
改

経
費
が
、
当
初
想
定
し
て
い
た
経
費
を
大
幅
に
上
回
る
見
込

み
と
な
っ
た
た
め
、
国
保
保
険
者
及
び
地
方
６
団
体
の
協
力

を
得
て
、
国
に
お
い
て
必
要
な
財
政
措
置
を
講
じ
る
よ
う
要

望
活
動
を
行
い
、
国
保
保
険
者
に
追
加
的
な
財
政
負
担
が
生

じ
な
い
よ
う
財
源
の
確
保
に
努
め
た
。

報 

告 

事 

項

審 

議 

事 

項

令
和
３
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て

みやぎの国保 12



国
保
連
r
e
p
o
r
t

国
保
連
r
e
p
o
r
t

－ 令和３年度事業報告及び決算等、原案どおり可決 －

通常総会開催
令和４年度

書面表決第１回

令
和
3
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
3
号
）

令
和
3
年
度
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
（
業
務
勘
定
）

歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
4
号
）

令
和
3
年
度
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
（
業
務
勘
定
）

歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
2
号
）

令
和
3
年
度
障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等
特
別
会
計

（
業
務
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
3
号
）

令
和
3
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計

（
業
務
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
2
号
）

令
和
3
年
度
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
等
事
業
特

別
会
計
（
業
務
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
2
号
）

令
和
3
年
度
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
（
診
療
報
酬
支

払
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
2
号
）

令
和
4
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
1
号
）

令
和
４
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
２
号
）

令
和
４
年
度
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
（
業
務
勘
定
）

歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
）

国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
の
次
期
更
改
等
に
係
る
国
庫
補
助
獲
得

の
た
め
の
要
請
活
動
に
つ
い
て

　
本
会
は
、
会
員
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携
に
努
め
な
が
ら
、

医
療
・
介
護
・
福
祉
制
度
等
に
お
け
る
審
査
支
払
業
務
を
は

じ
め
、
保
険
者
事
務
共
同
処
理
事
業
、
保
健
事
業
推
進
の
た

め
の
デ
ー
タ
活
用
支
援
な
ど
の
各
種
業
務
に
取
り
組
ん
だ
。

　
ま
ず
、
保
険
者
に
対
す
る
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
目

的
に
、
計
画
期
間
を
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
６
年
度
ま
で
と

し
た
「
第
２
期
中
期
経
営
計
画
」
は
、
定
期
的
な
事
業
進
捗

状
況
の
確
認
等
に
よ
り
、
令
和
３
年
度
に
実
施
す
べ
き
事
業

は
、
概
ね
予
定
ど
お
り
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
ま
た
、
全
世
代
型
社
会
保
障
制
度
及
び
行
政
の
デ
ジ
タ
ル

化
等
に
よ
り
、
本
会
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
化
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
審
査
支
払
業
務
改
革
に
つ
い
て
適
切
に
取

り
組
む
と
と
も
に
、「
国
保
審
査
業
務
充
実
・
高
度
化
基
本
計

画
」
に
基
づ
く
、
審
査
基
準
の
統
一
及
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
ル
ー
ル
の
共
通
設
定
等
に
よ
り
、
医
療
の
適
正
化

に
努
め
た
。

　
令
和
３
年
度
は
、
前
年
度
に
引
き
続
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
事
業
計
画
で
企
画
し
た

会
議
等
の
一
部
を
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
が
、

感
染
拡
大
防
止
対
策
を
第
一
に
据
え
、
可
能
な
限
り
Ｗ
ｅ
ｂ

会
議
で
開
催
す
る
な
ど
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
保
険
者
等

の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
努
め
た
。

　
令
和
３
年
４
月
か
ら
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
に
伴
う
緊
急
対
策
事
業
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
係
る
一
部
請
求
支
払
業
務
を
宮
城
県
か

ら
受
託
し
て
お
り
、
市
町
村
事
務
の
負
担
軽
減
の
一
助
を

担
っ
た
。

報
告
第
２
号

報
告
第
３
号

報
告
第
４
号

報
告
第
５
号

報
告
第
６
号

報
告
第
７
号

報
告
第
８
号

報
告
第
９
号

報
告
第
10
号

報
告
第
11
号

報
告
第
12
号

役
員
の
就
任
に
つ
い
て

専
決
処
分
報
告
（
報
告
第
２
号
〜
第
11
号
）

報
告
第
１
号

１
　
一
般
会
計

２
　
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計

　
　（
業
務
勘
定
）

令
和
３
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て

令
和
３
年
度
各
種
会
計
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て

議
案
第
１
号

議
案
第
２
号

財
産
の
処
分
に
つ
い
て

令
和
４
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
３
号
）

令
和
４
年
度
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
（
業
務
勘
定
）

歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
２
号
）

令
和
４
年
度
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
（
業
務
勘

定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
） 

令
和
４
年
度
障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等
特
別
会
計

（
業
務
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
） 

令
和
４
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計

（
業
務
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
） 

令
和
４
年
度
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
等
事
業
特
別

会
計
（
業
務
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
） 

令
和
４
年
度
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
（
診
療
報
酬
支

払
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
）

 

令
和
４
年
度
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
（
公
費
負
担
医

療
費
支
払
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
） 

議
案
第
３
号

議
案
第
４
号

議
案
第
５
号

議
案
第
６
号

議
案
第
７
号

議
案
第
８
号

議
案
第
９
号

議
案
第
10
号

議
案
第
11
号

令
和
４
年
度
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計
（
介
護
給

付
費
等
支
払
勘
定
）
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
１
号
） 

債
務
負
担
行
為
の
設
定

　
　（
診
療
報
酬
支
払
勘
定
）

　
　（
公
費
負
担
医
療
費
支
払
勘
定
）

　
　（
出
産
育
児
一
時
金
等
に
関
す
る
支
払
勘
定
）

　
　（
抗
体
検
査
等
費
用
に
関
す
る
支
払
勘
定
）

３
　
職
員
退
職
手
当
特
別
会
計

４
　
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計

　
　（
業
務
勘
定
）

　
　（
介
護
給
付
費
等
支
払
勘
定
）

　
　（
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
報
酬
等
支
払
勘
定
）

５
　
障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等
特
別
会
計

　
　（
業
務
勘
定
）

　
　（
障
害
介
護
給
付
費
支
払
勘
定
）

　
　（
障
害
児
給
付
費
支
払
勘
定
）

６
　
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計

　
　（
業
務
勘
定
）

　
　（
後
期
高
齢
者
医
療
診
療
報
酬
支
払
勘
定
）

　
　（
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
診
療
報
酬
支
払
勘
定
）

７
　
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
等
事
業
特
別
会
計

　
　（
業
務
勘
定
）

　
　（
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
等
費
用
支
払
勘
定
）

８
　
財
産
目
録

９
　
監
査
報
告

〈〈 

基
本
方
針 

〉〉

国
保
制
度
の
安
定
化
に
向
け
た
取
組
の
推
進

医
療
費
適
正
化
対
策
の
強
化

保
険
者
事
務
共
同
処
理
事
業
の
充
実
及
び
国
保
総
合

シ
ス
テ
ム
の
管
理
・
運
用

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
開
始
に
伴
う
業
務
対
応

保
健
事
業
支
援
の
推
進

介
護
保
険
関
係
業
務
の
推
進

障
害
者
総
合
支
援
等
関
係
業
務
の
推
進

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
諸
対
応

12345678 〈〈 

重
点
項
目 

〉〉

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日
開
催
の
通
常
総
会
に
お
い
て

議
決
さ
れ
た
左
記
事
項
に
つ
い
て
公
告
す
る
。

　公
告
第
一
号

　　
・
令
和
三
年
度
各
種
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算

　
・
令
和
四
年
度
各
種
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算

　公
告
第
二
号
　

　　
・
令
和
三
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て

　公
告
第
三
号

　　
・
令
和
三
年
度
各
種
会
計
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て

　
・
財
産
目
録

　
・
財
産
の
処
分

　公
告
第
四
号

　　
・
債
務
負
担
行
為
の
設
定
に
つ
い
て

令
和
四
年
八
月
十
九
日
　
　
　
　

宮
城
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

理  

事  

長
　  

熊
　
谷
　
盛
　
廣

公
　
告

議
案
第
12
号

議
案
第
13
号

　
本
会
の
事
業
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
保
険
者
等
か
ら
の
負

担
金
及
び
各
種
手
数
料
を
財
源
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
常

に
コ
ス
ト
意
識
を
持
ち
、
事
務
費
の
削
減
や
事
業
の
効
率
化

を
図
り
、
適
正
な
手
数
料
・
負
担
金
の
設
定
、
積
立
金
の
活

用
な
ど
財
政
運
営
に
努
め
た
。
な
お
、
令
和
３
年
３
月
に
公

表
さ
れ
た
「
審
査
支
払
機
能
に
関
す
る
改
革
工
程
表
」
の
実

現
の
た
め
に
は
、
令
和
６
年
度
の
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
更
改

経
費
が
、
当
初
想
定
し
て
い
た
経
費
を
大
幅
に
上
回
る
見
込

み
と
な
っ
た
た
め
、
国
保
保
険
者
及
び
地
方
６
団
体
の
協
力

を
得
て
、
国
に
お
い
て
必
要
な
財
政
措
置
を
講
じ
る
よ
う
要

望
活
動
を
行
い
、
国
保
保
険
者
に
追
加
的
な
財
政
負
担
が
生

じ
な
い
よ
う
財
源
の
確
保
に
努
め
た
。

報 

告 

事 

項

審 

議 

事 

項

令
和
３
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て
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各 種 イ ベ ン ト の ご 案 内各 種 イ ベ ン ト の ご 案 内※開催場所の記載がないものは原則本会会議室で開催

令和４年 7月

・柔道整復療養費審査委員会　　　　　

・診療報酬審査委員会　　　　　　　　

・介護給付費等審査委員会（医療部会）

　　　　　14日
　20～23、25日
　　　　　21日

令和４年 8月

25
26
日
日

●第 1回保健事業支援・評価委員会
●市町村国保運営協議会委員及び国保主管課長等
　合同研修会（Web開催）

・柔道整復療養費審査委員会　　　　　

・診療報酬審査委員会　　　　　　　　

・介護給付費等審査委員会（医療部会）

　　　　　　　　18日
　18～20、22、23日

　　　　　　　　23日

令和４年 9月

5
　
14
28
29

日

日
日
日

●宮城県在宅保健活動者連絡協議会（けやきの会）
　研修会Ⅱ（仙台ガーデンパレス）
●第 2回保健事業支援・評価委員会
●介護給付適正化システム等説明会
●介護給付適正化システム等説明会

　栗駒山も顔を赤らめる頃になりました。肌寒い日が増え、温かい緑茶がいっそう美味しく感じられます。今秋、皆様はいかがお過ごし
でしょう。
　９月から１１月は、朝晩の気温差が月平均で５度以上変動する時期で、一般的に「季節の変わり目」と呼ばれたりします。この「季節
の変わり目」は気温・湿度の変化が大きく、皮膚のバリア機能が低下して、肌荒れを起こしやすい時期とも言われており、この時期の肌
荒れ対策は喫緊の課題とも言えるでしょう。昨今では、セルフメディケーションという単語が身近なものとなり、自分自身で健康を守るこ
とが大切になってきました。肌荒れも、ひどくなれば病院にかかる可能性があるため、例外ではありません。
　筆者は以前、台湾を旅行した際に「緑茶は肌を綺麗にする」と教わりました。現地の方は、緑茶を飲み終えた後の茶葉を再利用し、出
がらしで顔を洗うそうです。かくいう私も、ここ数年その方法に倣っていますが、自分の肌に合っていたらしく、内側からも外側からも効
果を実感しております。
　残念ながら、山は赤いと褒められるのに、筆者のお肌が赤くなっても褒めてくれる人は誰もいません。皆様も、自分に合った肌荒れ対
策を探してみてはいかがでしょうか。

　本号におきましても、国民健康保険の適切な事業運営に寄与する寄稿者の皆様に感謝を申し上げます。（D.T）

10月 12
25
26
27

11月  9
15
16

12月  1
7・8

日
日
日
日

日
日
日

日
日

●保険料（税）適正算定マニュアル研修会（Web開催）
●第 2回国保問題調査研究委員会（Web開催）
●第 2回介護保険調査研究委員会（Web開催）
●介護サービスの質の向上に関する市町村担当者、
　事業所管理者等研修会（11月 17日までWeb配信）

●こくほ健康フォーラム 21（名取市文化会館）
●市町村国保主管課長・国保組合事務（局）長会議（Web開催）
●市町村介護保険主管課長会議（Web開催）

●東北地方在宅保健師等会連絡会議（福島県）
●糖尿病性腎症重症化予防研修会

・柔道整復療養費審査委員会　　　　　

・診療報酬審査委員会　　　　　　　　

・介護給付費等審査委員会（医療部会）

・介護サービス苦情処理委員会　　　　

　　　　　　15日
20～22、24、26日
　　　　　22、26日
　　　　　　　26日

10～12月の行事予定

・柔道整復療養費審査委員会　　　　　

・診療報酬審査委員会　　　　　　　　

・介護給付費等審査委員会（医療部会）

・介護サービス苦情処理委員会　　　　

　　　　毎月中旬
　〃　中旬～下旬
　　　　〃　下旬
　　　　〃　下旬

介護サービスの質の向上に関する市町村担当者
事業所管理者等研修会

本会ホームページに研修動画を公開
令和４年１０月２７日（木）～１１月１７日（木）（予定）

「 YouTuber介護弁護士が楽しく教える！
　　現場の事故をトラブルやハラスメントに
　　　　　　　発展させない３つのポイント 」
講師 法律事務所おかげさま　弁護士　外岡 潤氏

開催方法

公開期間

講 演

こくほ健康フォーラム21
 ‒みやぎ健民を目指して‒

令和４年１１月９日（水）午後１時～
名取市文化会館　※無料駐車場あり 宮城県名取市増田字柳田５２０

午後１時～
●開会
●国民健康保険中央会表彰
●宮城県国民健康保険団体連合会理事長表彰

午後１時４５分～
●事例発表
「我がまちの健康づくり・まちづくり」
東松島市健康推進課予防健診係
土井 しのぶ氏

日 時

会 場

日 程

　介護保険制度は、施行から２０年以上が経過し、介護サービス利用者や介護サービス提供事業者数が年々増加する中で、介護が
必要な高齢者の生活を支える制度として、定着・発展してきました。一方で、近年は権利意識の高まりとともに、介護サービス利用
者とその家族による過度のクレームや悪質な迷惑行為（カスタマーハラスメント）が社会問題化しており、介護現場に大きな影響を
及ぼしています。
　そのような中で、介護事業所は「職員をいかに守り、ケアするか」という取組が重要な課題となっています。また、昨年の運営基
準等の改正により、事業主は職場におけるセクシャルハラスメント及びパワーハラスメントの防止に係る必要な対策を講じること
が規定され、さらに、サービス利用者やその家族によるカスタマーハラスメント防止対策の実施も望まれているところです。
　今年度は、事例を交えながらカスタマーハラスメントを中心とした傾向と対策を学び、リスクマネジメントに関する介護サービス
の質の向上が図られることを目的に、オンラインによる研修会を開催いたしますので公開期間内にぜひご視聴ください。

 4
6
12
13
14
22

日
日
日
日
日
日

●監事会・三役会議
●宮城県国保診療施設協議会監事会
●第 2回理事会
●第 2回宮城県保険者協議会幹事会
●東北地方国保運営協議会代表者連絡協議会（青森県）
●第 1回通常総会（書面表決）

※本研修会は、８月３０日に仙台国際センターで集合形式による開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症に係る県・仙台市
発令の「みやぎＢＡ．５対策強化宣言」や県内の感染状況等を考慮し、オンラインによる開催に変更しております。
※本会ホームページURL：『https://www.miyagi-kokuho.or.jp/』

午後２時３０分～
●特別講演
「健康寿命の延ばし方
　　　　～人生１００年時代を元気に生き抜くために～」
城西国際大学非常勤講師、健康管理士、漢方養生指導士
和田 奈美佳氏

和田 奈美佳　氏

みやぎの国保 14
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この冊子には
ベジタブルインキが
使用されています

寄稿者紹介

栗原市築館・
志波姫保健推進室
管理栄養士
保育所栄養士11年
行政栄養士12年

好きな料理
パスタ

増子 淳子
ますこ じゅんこ

 減塩
あと3グラム

秋の食材でヘルシーレシピ秋の食材でヘルシーレシピ秋の食材でヘルシーレシピ秋の食材でヘルシーレシピ
旬の食材の紹介

～豊かな自然が育んだ『くりはらの食』で健康づくり～

作り方

shun
!

旬の
たより

　栗原市は、宮城県内でもっとも広い面積を誇り、自然と四季のうつろいが
大変美しい高原都市です。また、市内北部には標高1626メートルの栗駒山が
そびえ、東南には迫川が貫流し、大地を潤しています。栗原市は潤った大地の
下で様々な農作物が作られています。特産品にはパプリカ、ズッキーニ、
きのこ、りんごなどがあります。そこで、栗原は自然の恩恵を受けた様々な
食を通した健康づくりを地域ぐるみで行っています。
　是非、栗原市の素晴らしい景色と旬のおいしい食べ物を堪能しにおこし
ください。～栗駒山や伊豆沼周辺を散策して歩数UP！運動した後で
おいしさUP！～

　『実りの秋』、『食欲の秋』旬の食材が豊富な季節です。そこで、食物繊維が豊富な食材を料理に
加えて、生活習慣病を予防しましょう。
レンコン・・・ビタミンCと食物繊維が豊富です。ビタミンCは熱に弱い栄養ですが、れんこんに含まれる

でんぷん質がビタミンCを守るため、加熱しても壊れにくいのが特徴です。ビタミンCはコ
ラーゲンの合成をサポートし、丈夫な血管や筋肉、皮膚を作るのを助けます。

椎　茸・・・低カロリーでカルシウムの吸収を促すビタミンB群、ミネラルが豊富です。また、食物繊維
も豊富なため腸内環境を整え、生活習慣病予防にも役立ちます。

A

材料名 （4人分）
パプリカ
レンコン
豚ひき肉
椎茸
塩、こしょう
オリーブ油

 …………………… 2個
………………… 200ｇ
…………………200ｇ

…………………………2枚
…………………少々
………………小さじ１

カットトマト
水
みりん
減塩コンソメ
砂糖
ケチャップ

パセリやブロッコリー等　　
………お好みで

 ………………100ｇ
 …………………４分の１カップ

 …………………大さじ２
 …………固形１個

 ……………………小さじ１
 ………………大さじ１

エネルギー
たんぱく質

211kcal
11.3g

10.2g
0.6g

脂 質
食塩相当量

一人あたりの栄養価

レンコンはすり下ろして、汁気を絞る。
椎茸は石突をとり、みじん切りにする。
豚ひき肉に塩、コショウ、①,②を入れてよく混ぜる。
パプリカは横半分に切り、種とワタを取り除く。
パプリカの水気をよくふきとり、内側に小麦粉を
まぶしておく。

・減塩コンソメを使用することで、塩分摂取量を減らすことが出来ます。
・れんこんはみじん切りにすることで、噛み応えが増します。

調理のポイント

⑤に③を詰める。
フライパンにオリーブ油をしき、肉側から焼いていく。
焼き目が付いたら裏返し、Aを加えて弱火で1０～１５分
程度蒸し焼きにする。
器に盛り、乾燥パセリや茹でたブロッコリーを飾る。

①
②
③
④
⑤

⑥
⑦

⑧

レンコン・椎茸入り
パプリカの肉詰め
レンコン・椎茸入り
パプリカの肉詰め
レンコン・椎茸入り
パプリカの肉詰め
レンコン・椎茸入り
パプリカの肉詰め

脱メタボ！


